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　家族のかたちは、時とともに変わります。子どもが独立
し、別の場所で生活基盤ができると夫婦だけの生活となり、
やがて家に住む人はいなくなります。その際、子どもが「家
を放置する」という状態に陥るケースも少なくありません。

　放置された家は、倒壊の危険や、衛生面での問題を生じ
させることがあります。また、地域の住環境の悪化にもつ
ながります。そうならないためにも、早いうちから将来にお
ける暮らし方と家のことを家族で話し合っておきましょう。

　我が家の資産価値を保つためにはメンテナンスが重要です。シ
ロアリ駆除や庭木の手入れ、外壁や屋根のメンテナンスを定期的
に行いましょう。愛着のある物は処分しづらいですが、年齢とともに
体力は衰えます。早いうちから整理をすることで、災害時等にけが
をするリスクも減ります。また、住んでいる時から相続について、家
族で話し合うことも大事です。

　庭木が伸びていたり、ポストに郵便物がたまっていると「空き家」
と認識されやすく防犯面のリスクも高まり、人が住まない状態が続
くと家の劣化が進みます。逆に定期的にメンテナンスを行えば、活
用の選択肢は広がります。県外に住んでいて管理が難しい場合は、
空き家管理サービスを利用するのも一つの方法です。また、家族で
話し合い、我が家を相続する人を決めて登記手続きをしましょう。

　相続した空き家を譲渡した場合、譲渡所得の
3,000万円を特別に控除する制度です。

「家族の変化に応じて、
  我が家の未来について考えましょう」

住んでいる「今」できること

　空き家の管理は所有者・管理者の責任です。何かあれば損害賠償などの
管理責任を問われることがありますので、適切な管理をお願いします。

空き家を放置すると、損害賠償を請求される場合があります！

空き家になったらすべきこと

本市の
空き家の総数は
43,500戸。
この20年で

約1.4倍に！
※総務省「平成30年住宅・土地

統計調査」より 

人口減少、少子高齢化、核家族化が進み、全国的に増加傾向にある空き家。
大切な我が家を空き家にしないために、「まだ先のこと」と思わず、今できること、
空き家になったらすべきことを考えてみませんか？

我が家を空き家にしないためにできること

空き家の譲渡所得の
3,000万円特別控除（2023年12月31日まで）

　空き家の点検や清掃などを
行う事業者の情報提供を行って
います。管理事業者の名簿一覧
を市ホームページで公開中。

空き家管理
サービス

住み替える

空き家バンク制度
登録物件募集中！

熊本市

空き家の
購入・賃貸
希望者

不動産事業者

所有者が最期に一人で住んでいた家屋と敷地

本市への移住や
転勤で空き家を

求めている人がいます。
あなたの空き家を活用
してみませんか？

倒壊で隣接家屋が
全壊・死亡事故が起こった場合

※夫婦、子どもの計３人が死亡

［参考］日本住宅総合センターによる損害賠償額の試算の例

損害賠償額：約２億円

外壁材などの落下により
道路歩行者の死亡事故が起こった場合

※子ども１人が死亡
損害賠償額：約６千万円

空き家物
件の

情報提供

空き家物件の
情報提供

不動産サイト

交渉・契約

物件登録
申し込み

交渉・契約

協定

空き家の
所有者

管理事業者名簿はコチラから

詳しくは
コチラから

詳しくは
コチラから

相続発生

所有者
死亡相続から譲渡まで、

空き家であるものに限ります。

耐震リフォーム
（耐震性がある場合は不要）

制度利用のため確定申告時に手続きが必要です。
譲渡額が１億円以下に限ります。

家屋（＋敷地）の売却 敷地の売却

取り壊して更地に

※昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。

　空き家を貸したい・売りたい所有者から市に提供された
物件情報を、本市のホームページ等に掲載し、空き家を借
りたい・買いたい方へ紹介する制度です。売買・賃貸希望
者との交渉や不動産手続きは、市と連携している不動産業
者が行うため、安心して手続きを依頼することができます。

移住者向け
中古住宅購入補助
　熊本県外から本市へ移住される方に対し、
中古住宅の購入費用の一部を補助します。

活用する 管理する譲渡する

空き家を相続

譲渡

空家対策課 ☎096-328-2514空家対策課 ☎096-328-2514 住宅政策課 ☎096-328-2438 詳しくはコチラから

本市では、総合的な空家等対策による安全・安心な魅力ある住環境の実現を目指して、
他にもさまざまな取り組みを行っています。 気軽に相談ください。

雨漏りの確認 屋根塗装 外壁塗装

害虫駆除（シロアリ他）定期点検

部屋の掃除
住んでいる「今」
できること
空き家になったら
すべきこと

換気・通水

郵便物・施錠の確認

庭木・雑草の手入れ

大切な我が家を生かすために

家財の処分

家財の整理

詳しくはコチラから 詳しくはコチラから

空き家を
買いたい！
借りたい！

空き家を
売りたい！
貸したい！

全国版空き家バンク
熊本市空き家バンク

ふくまつ あきひこ

移住者の
中古住宅購入に

最大50万円!

空き家 隣家
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